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(57)【要約】
【課題】外気温度が低い状態でも、燃料電池システムの
発電効率を低下させることなく、パッケージ内部の凍結
、機器機能低下、精度低下などを抑制する。
【解決手段】燃料電池システムは、換気入口４および換
気出口２を備えた筐体１と、筐体１内に配置された燃料
電池本体１０と、換気入口４から筐体１内に流入した空
気を換気出口２から筐体１外に排出するファン２２と、
筐体１内に配置されて、換気入口４から筐体１内に流入
した流入空気と換気出口２から排出される排出空気との
間で熱交換する空気熱交換器３と、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　換気入口および換気出口を備えた筐体と、
　前記筐体内に配置された燃料電池本体と、
　前記換気入口から筐体内に流入した空気を前記換気出口から筐体外に排出するファンと
、
　前記筐体内に配置されて、前記換気入口から筐体内に流入した流入空気と前記換気出口
から排出される排出空気との間で熱交換する空気熱交換器と、
　を有することを特徴とする燃料電池システム。
【請求項２】
　前記空気熱交換器は前記換気出口付近に配置され、
　前記換気入口と前記空気熱交換器とを接続する第１換気ダクトと、
　前記換気入口から前記入口換気ダクトに流入して前記空気熱交換器を通った流入空気を
前記入口付近に導く第２換気ダクトと、
　をさらに有すること、
　を特徴とする請求項１に記載の燃料電池システム。
【請求項３】
　前記第１換気ダクトには換気ダクト弁が配置され、この換気ダクト弁と前記換気入口と
の間に開閉可能なバイパス換気弁が設けられていて、前記換気ダクト弁が閉じてかつ前記
バイパス換気弁が開くことによって、前記換気入口から流入した流入空気が前記空気熱交
換器の流入空気側および第２換気ダクトを通らずに前記入口付近の前記第１換気ダクトお
よび第２換気ダクトの外側に導かれるように構成されていること、を特徴とする請求項２
に記載の燃料電池システム。
【請求項４】
　前記換気入口から流入する流入空気の温度を測定する温度検出機構と、
　前記流入空気の温度が所定の温度を超えているときに前記換気ダクト弁を閉じて前記バ
イパス換気弁を開く制御機構と、
　をさらに有すること、を特徴とする請求項３に記載の燃料電池システム。
【請求項５】
　換気入口および換気出口を備えた筐体と、
　前記筐体内に配置された燃料電池本体と、
　前記筐体内で前記換気出口付近に配置されて前記筐体内の空気を前記換気出口から排出
するファンと、
　前記ファンから前記換気出口へ向かう空気の一部を分岐して、前記換気入口から流入し
た空気と前記換気入口付近で混合するように、前記ファンから前記換気出口へ向かう空気
の一部を前記換気入口付近に導く換気循環ダクトと、
　を有することを特徴とする燃料電池システム。
【請求項６】
　前記換気循環ダクトには開閉可能な換気循環弁が配置されていることを特徴とする請求
項５に記載の燃料電池システム。
【請求項７】
　前記換気入口から流入する流入空気の温度を測定する温度検出機構と、
　前記流入空気の温度が所定の温度を超えているときに前記換気循環弁を閉じる制御機構
と、
　をさらに有すること、を特徴とする請求項６に記載の燃料電池システム。
【請求項８】
　換気入口および換気出口を備えた筐体と、
　前記筐体内に配置された燃料電池本体と、
　前記換気入口から筐体内に流入した空気を前記換気出口から筐体外に排出するファンと
、
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　前記筐体内に配置されて前記燃料電池本体を冷却する冷却水を循環させる冷却水循環配
管と、
　前記筐体内の前記換気入口付近で、前記冷却水循環配管の途中に配置されて、前記換気
入口から筐体内に流入した空気と前記冷却水循環配管内の冷却水とが熱交換するように構
成された空気水熱交換器と、
　を有することを特徴とする燃料電池システム。
【請求項９】
　前記冷却水循環配管は、前記空気水熱交換器をバイパスして分岐して戻る冷却水バイパ
スラインを含み、
　前記冷却水循環配管の途中で前記冷却水バイパスラインから分岐した位置に配置されて
、前記空気水熱交換器に流れる前記冷却水の流れを開閉する冷却水流路弁をさらに有する
こと、
　を特徴とする請求項８に記載の燃料電池システム。
【請求項１０】
　前記換気入口から流入する流入空気の温度を測定する温度検出機構と、
　前記流入空気の温度が所定の温度を超えているときに前記冷却水流路弁を閉じるような
制御機構と、
　をさらに有すること、を特徴とする請求項９に記載の燃料電池システム。
【請求項１１】
　前記筐体内部は、前記燃料電池本体が配置されたプロセス系領域と、当該燃料電池シス
テムを制御する制御装置を含む電気機器が配置された電気系領域とに区分され、
　前記換気入口は前記電気系領域に配置され、前記換気出口は前記プロセス系領域に配置
されていること、を特徴とする請求項１ないし請求項１０のいずれか一項に記載の燃料電
池システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、強制換気システムを備えたパッケージ型燃料電池システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　家庭用燃料電池は、都市ガスあるいは液化石油ガス（ＬＰＧ）を原燃料として発生した
水素と空気中の酸素とを燃料電池本体で反応させて発電を行ない、併せて発生した熱を用
いて温水を生成し利用する。通常、燃料電池コージェネレーションシステムでは、原燃料
あるいは原燃料から発生した水素は気密性の高い配管あるいは反応器内部を通過し、燃料
電池本体で消費され、また、バーナで燃焼させて排気が排出される。そのため、一般的に
可燃性のある原燃料あるいは水素はパッケージ内部に漏洩しない構造である。しかし、仮
に漏洩しても引火・爆発を防止するため、一定量の外気を強制的にパッケージ内に取り入
れて換気する。
【０００３】
　このような、換気を行なう構成で外気温度が著しく低下した場合に、換気空気をそのま
まパッケージ内に導入すると、低温の空気により内部を流れるガスあるいは水などが凍結
する可能性や、内部構成機器の機能あるいは精度が低下し、安定した運転が困難になる可
能性がある。
【０００４】
　そのため、パッケージに電気ヒータを設置し、発電した電力の一部を用いて、供給する
換気空気を電気ヒータで加熱する方法が考案されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００５－２５９４９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　上記文献に示されたシステムでは、外気温度が低下し、パッケージに導入した換気空気
を加熱する際に発電した電気の一部を使用するため発電電力量が低下し、発電効率の低下
が発生する。
【０００６】
　そこで、本発明は、外気温度が低い状態でも、燃料電池システムの発電効率を低下させ
ることなく、パッケージ内部の凍結、機器機能低下、精度低下などを抑制して安定した運
転を可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る燃料電池システムの一つの態様は、換気入口
および換気出口を備えた筐体と、前記筐体内に配置された燃料電池本体と、前記換気入口
から筐体内に流入した空気を前記換気出口から筐体外に排出するファンと、前記筐体内に
配置されて、前記換気入口から筐体内に流入した流入空気と前記換気出口から排出される
排出空気との間で熱交換する空気熱交換器と、を有することを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る燃料電池システムの他の一つの態様は、換気入口および換気出口を備えた
筐体と、前記筐体内に配置された燃料電池本体と、前記筐体内で前記換気出口付近に配置
されて前記筐体内の空気を前記換気出口から排出するファンと、前記ファンから前記換気
出口へ向かう空気の一部を分岐して、前記換気入口から流入した空気と前記換気入口付近
で混合するように、前記ファンから前記換気出口へ向かう空気の一部を前記換気入口付近
に導く換気循環ダクトと、を有することを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係る燃料電池システムの他の一つの態様は、換気入口および換気出口を備えた
筐体と、前記筐体内に配置された燃料電池本体と、前記換気入口から筐体内に流入した空
気を前記換気出口から筐体外に排出するファンと、前記筐体内に配置されて前記燃料電池
本体を冷却する冷却水を循環させる冷却水循環配管と、前記筐体内の前記換気入口付近で
、前記冷却水循環配管の途中に配置されて、前記換気入口から筐体内に流入した空気と前
記冷却水循環配管内の冷却水とが熱交換するように構成された空気水熱交換器と、を有す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、外気温度が低い状態でも、燃料電池システムの発電効率を低下させる
ことなく、パッケージ内部の凍結、機器機能低下、精度低下などを抑制して安定した運転
が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る燃料電池システムの実施形態について図面を参照して説明する。こ
こで、互いに同一または類似の部分には共通の符号を付して、重複説明は省略する。
【００１２】
　　［第１の実施形態］
　図１は本発明に係る燃料電池システムの第１の実施形態における筐体内配置を示す模式
的平断面図、図２は第１の実施形態における筐体内配置を示す模式的斜視図である。
【００１３】
　筐体１は直方体の容器であって、筐体１内は、プロセス系領域２０と電気系領域２１の
二つに水平長手方向に区分されている。プロセス系領域２０には、燃料電池本体１０や燃
料改質器（図示せず）などの化学反応機器などが配置されている。電気系領域２１には、
燃料電池システム全体を制御する制御装置（図示せず）などの電気機器が配置されている
。筐体１のプロセス系領域２０の側壁上部に換気出口２が設けられ、筐体１の電気系領域
２１の側壁下部に換気入口４が設けられていて、換気出口２と換気入口４とは互いに筐体
１のほぼ対角位置に配置されている。
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【００１４】
　筐体１内の換気出口２近傍のプロセス系領域２０内に空気熱交換器３およびファン２２
が配置され、筐体１内の空気がファン２２によって、空気熱交換器３を通って換気出口２
から排出されるように構成されている。図中の矢印４１は換気入口４から筐体内に流入す
る空気の流れを示し、矢印４２は換気出口２から筐体１外に流出する空気の流れを示す。
【００１５】
　換気入口４と空気熱交換器３とは第１換気ダクト５ａで接続され、第１換気ダクト５ａ
から空気熱交換器３に入った空気は第２換気ダクト５ｂを通って換気ダクト出口２３に導
かれている。換気ダクト出口２３は電気系領域２１内の換気入口４近傍に配置されている
。
【００１６】
　図２に示すように、第１換気ダクト５ａおよび第２換気ダクト５ｂは、他の機器との干
渉を避けるため、なるべく、筐体１の側壁、天井および床に沿って、配置するのが好まし
い。その結果、通常の設計では、第１換気ダクト５ａおよび第２換気ダクト５ｂは、筐体
１内の隅部に沿い、角部近くで折れ曲がるように配置され、入口と出口を単に直線的に結
ぶ場合に比べて長さが長くなる。
【００１７】
　空気熱交換器３は、たとえば、株式会社日阪製作所から市販されているプレート式熱交
換器を利用することができる。
【００１８】
　以上説明した構成の燃料電池システムで、通常運転時、ファン２２の働きによって筐体
１内の空気は換気出口２から排出される。これによって、筐体１内の気圧が下がるので、
換気入口４から空気が吸い込まれ、この空気は、第１換気ダクト５ａ、空気熱交換器３、
第２換気ダクト５ｂを通って、換気ダクト出口２３から筐体１内の電気系領域２１内に導
入される。
【００１９】
　この場合、筐体１内には、燃料電池本体１０を含めて発熱部を有するので、換気出口２
から排出される空気は換気入口４から流入する空気よりも温度が高い。したがって、空気
熱交換器３で、換気出口２から排出される直前の空気から、第１換気ダクト５ａ、第２換
気ダクト５ｂを通る空気に熱が伝達され、換気ダクト出口２３から放出される空気の温度
は、換気入口４から流入する空気の温度よりも高くなっている。
【００２０】
　これにより、外気温度が低い冬季でも、筐体１内部の凍結を抑制・防止し、機器機能お
よび精度を維持し、安定した燃料電池運転を行なうことができる。
【００２１】
　しかも、空気の流れは、電気系領域２１が上流側でプロセス系領域２０が下流側になる
ので、かりにプロセス系領域２０で可燃性ガスなどが漏洩したとしてもこの可燃性ガスな
どは電気系領域２１を通らずに換気出口２から排出されるので安全である。
【００２２】
　さらに、温度の高い換気出口空気の熱を利用して換気入口空気の温度を上昇させるので
、余分な電気を用いず、発電効率を高く維持することができる。
【００２３】
　なお、第１の実施形態の変形例として、ファン２２を空気熱交換器３の上流側に配置す
る代わりに、空気熱交換器３の下流側、すなわち空気熱交換器３と換気出口２との間に配
置してもよい。
【００２４】
　　［第２の実施形態］
　図３は本発明に係る燃料電池システムの第２の実施形態における筐体内配置を示す模式
的平断面図である。
【００２５】
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　この実施形態では、第１の実施形態の第１換気ダクト５ａの途中に換気ダクト弁６が設
けられ、さらに、換気入口４と換気ダクト弁６の間からバイパスダクト７ａが分岐し、バ
イパスダクト７ａの末端にバイパス換気弁７が取り付けられている。バイパス換気弁７の
端部は電気系領域２１内で開口している。さらに、外気温度を測定するために、換気入口
４の近傍に温度計４０が設置されている。その他の構成は第１の実施形態と同様である。
【００２６】
　この実施形態では、冬季などで外気温が低く、筐体１内部の凍結の恐れがあるときは、
換気ダクト弁６を開き、バイパス換気弁７を閉じておく。この場合は、第１の実施形態と
同様であって、換気入口４から吸い込まれた空気は、第１換気ダクト５ａ、空気熱交換器
３、第２換気ダクト５ｂを通って、換気ダクト出口２３から筐体１内の電気系領域２１内
に導入される。そして、空気熱交換器３で、換気出口２から排出される直前の空気から、
第１換気ダクト５ａ、第２換気ダクト５ｂを通る空気に熱が伝達される。これにより、外
気温度が低い冬季でも、筐体１内部の凍結を抑制・防止し、機器機能および精度を維持し
、安定した燃料電池運転を行なうことができる。
【００２７】
　一方、夏季などで外気温が高く、外気を加熱せずに筐体１内に導入しても筐体１内部の
凍結の恐れがないときは、換気ダクト弁６を閉じ、バイパス換気弁７を開いておく。この
場合は、換気入口４から吸い込まれた空気は、バイパスダクト７ａ、バイパス換気弁７を
通って筐体１内の電気系領域２１内に導入される。この場合は空気熱交換器３での熱交換
はない。これにより、筐体１内の温度が過度に上昇することを防止・抑制し、過度の高温
による筐体内機器の誤動作や故障を避けることができる。
【００２８】
　この第２の実施形態で、換気ダクト弁６およびバイパス換気弁７の開閉操作は、たとえ
ば、ユーザが、季節に合わせて手動で開閉することができる。また、他の例としては、外
気温または換気入口４から導入された直後の空気の温度を温度計４０で測定し、その測定
結果に応じて自動で開閉するように制御してもよい。
【００２９】
　　［第３の実施形態］
　図４は本発明に係る燃料電池システムの第３の実施形態における筐体内配置を示す模式
的平断面図である。
【００３０】
　この実施形態では、第１の実施形態における空気熱交換器３や第１換気ダクト５ａ、第
２換気ダクト５ｂが存在せず、ファン２２から換気出口２に向かう空気の一部を筐体１の
電気系領域２１内の換気入口４近傍に導く換気循環ダクト８が配置されている。
【００３１】
　換気入口４からは、換気出口２から排出された空気量に相当する量の外気が筐体１内に
吸引される。筐体１の電気系領域２１内の換気入口４近傍では、筐体１の外部から換気入
口４を通して直接導入された空気と、ファン２２を通ってから換気出口２の直前で分岐し
て換気循環ダクト８を通って導かれた空気とが混合する。
【００３２】
　この実施形態の構成によれば、筐体１内の換気入口４近傍の空気温度が、外気温度より
も高くなる。その結果、外気温度が低く、外気をそのまま筐体１内に導入すると筐体１内
で凍結が発生する可能性のある場合でも、電気を用いず換気空気の温度上昇を行ない、発
電効率を高く維持したままで安定した燃料電池運転を行なうことができる。
【００３３】
　　［第４の実施形態］
　図５は本発明に係る燃料電池システムの第４の実施形態における筐体内配置を示す模式
的平断面図である。
【００３４】
　この実施形態では、第３の実施形態の換気循環ダクト８の途中に換気循環弁９が配置さ
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れている。さらに、外気温度を測定するために、換気入口４の近傍に温度計４０が設置さ
れている。その他の構成は第３の実施形態と同様である。
【００３５】
　この実施形態では、冬季などで外気温が低く、筐体１内部の凍結の恐れがあるときは、
換気循環弁９を開いておく。この場合は、第３の実施形態と同様であって、ファン２２か
ら換気出口２に向かう空気の一部が、換気循環ダクト８によって、筐体１の電気系領域２
１内の換気入口４近傍に導かれる。これにより、外気温度が低い冬季でも、筐体１内部の
凍結を抑制・防止し、機器機能および精度を維持し、安定した燃料電池運転を行なうこと
ができる。
【００３６】
　一方、夏季などで外気温が高く、外気を加熱せずに筐体１内に導入しても筐体１内部の
凍結の恐れがないときは、換気循環弁９を閉じておく。この場合は、ファン２２を通って
高温空気は換気循環ダクト８を通して戻されることなく、そのまま換気出口２から排出さ
れる。したがって、換気入口４から吸い込まれた空気は、高温空気と混合することなくそ
のまま筐体１内の電気系領域２１内に導入される。これにより、筐体１内の温度が過度に
上昇することを防止・抑制し、過度の高温による筐体内機器の誤動作や故障を避けること
ができる。
【００３７】
　この第４の実施形態で、換気循環弁９の開閉操作は、たとえば、ユーザが、季節に合わ
せて手動で開閉することができる。また、他の例としては、外気温または換気入口４から
導入された直後の空気の温度を温度計４０で測定し、その測定結果に応じて自動で開閉す
るように制御してもよい。
【００３８】
　　［第５の実施形態］
　図６は本発明に係る燃料電池システムの第５の実施形態における筐体内配置を示す模式
的平断面図である。また、図８は第５の実施形態における空気水熱交換器の例を示す図で
ある。
【００３９】
　一般的に、燃料電池本体では熱が発生し、冷却水を循環させて熱を回収する。燃料電池
本体出口の冷却水温度は６０℃以上まで上昇する。そこでこの実施形態では、燃料電池本
体を冷却する冷却水の熱を利用して換気入口の空気を熱するように構成する。
【００４０】
　すなわち、図６に示すように、筐体１内に燃料電池本体１０を冷却するための冷却水を
循環する冷却水循環配管３０および冷却水循環ポンプ３１が配置されている。そして冷却
水循環配管３０の途中の換気入口４の近傍に空気水熱交換器１１が配置されている。換気
出口２の近傍の筐体１内にファン２２が配置され、筐体１内の空気が換気出口２から吸い
出されるように構成されている。
【００４１】
　空気水熱交換器１１は、図８に示すように、冷却水循環配管３０を蛇行させて、その周
りに、換気入口４から筐体１内に流入する空気の流れ（矢印４１で示す）を通すことによ
り、冷却水循環配管３０内の冷却水とその外側の空気との間で熱交換を起こさせることが
できる。空気の流れは、複数の整流板５０によって整流されるようにできている。
【００４２】
　このような構成の本実施形態で、冷却水循環ポンプ３１によって冷却水が冷却水循環配
管３０を流れ、燃料電池本体１０を出た高温の冷却水が換気入口４の近傍の空気水熱交換
器１１を通過する。このとき、換気入口４から流入した空気が高温の冷却水によって加熱
され、筐体１内の空気温度を高めることができる。
【００４３】
　これにより、外気温度が低く、そのまま筐体１内に導入すると筐体１内が凍結する可能
性がある場合でも、筐体１内の凍結を回避することができ、安定した燃料電池運転を行な
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うことができる。しかも、空気を加熱するために電気を用いないので、発電効率を高く維
持することができる。
【００４４】
　また、この第５の実施形態では、筐体１内の空気の流れが、第１の実施形態と同様に、
電気系領域２１が上流側でプロセス系領域が下流側になるので可燃性ガスの漏洩に対する
安全性が高い。
【００４５】
　　［第６の実施形態］
　図７は本発明に係る燃料電池システムの第６の実施形態における筐体内配置を示す模式
的平断面図である。
【００４６】
　この実施形態では、第５の実施形態の冷却水循環配管３０の途中の空気水熱交換器１１
の近くに冷却水流路弁１３が設けられ、さらに、空気水熱交換器１１および冷却水流路弁
１３をバイパスする冷却水バイパスライン１２が設けられている。また、外気温度を測定
するために、換気入口４の近傍に温度計４０が設置されている。その他の構成は第５の実
施形態と同様である。
【００４７】
　この実施形態では、冬季などで外気温が低く、筐体１内部の凍結の恐れがあるときは、
冷却水流路弁１３を開いておく。この場合は、第５の実施形態とほぼ同様であって、換気
入口４から吸い込まれた空気は、空気水熱交換器１１を通過するときに、高温の冷却水に
よって加熱され、筐体１内の空気温度を高めることができる。これにより、外気温度が低
い冬季でも、筐体１内部の凍結を抑制・防止し、機器機能および精度を維持し、安定した
燃料電池運転を行なうことができる。
【００４８】
　このときに、冷却水の一部が冷却水バイパスライン１２にも流れるが、たとえば、空気
水熱交換器１１および冷却水流路弁１３を通る冷却水流路の流動抵抗に比べて冷却水バイ
パスライン１２の流動抵抗がある程度大きいようにしておけば、空気水熱交換器１１に十
分な冷却水流量を得ることができ、換気入口４から吸い込まれた空気を十分に加熱するこ
とができる。
【００４９】
　一方、夏季などで外気温が高く、外気を加熱せずに筐体１内に導入しても筐体１内部の
凍結の恐れがないときは、冷却水流路弁１３を閉じておく。この場合は、空気水熱交換器
１１に高温の冷却水が流れることがないので、空気水熱交換器１１での熱交換はない。こ
れにより、筐体１内の温度が過度に上昇することを防止・抑制し、過度の高温による筐体
内機器の誤動作や故障を避けることができる。
【００５０】
　この第６の実施形態で、冷却水流路弁１３の開閉操作は、たとえば、ユーザが、季節に
合わせて手動で開閉することができる。また、他の例としては、外気温または換気入口４
から導入された直後の空気の温度を温度計４０で測定し、その測定結果に応じて自動で開
閉するように制御してもよい。
【００５１】
　また、上記説明では冷却水バイパスライン１２の流動抵抗が空気水熱交換器１１および
冷却水流路弁１３を冷却水通る流路の流動抵抗に比べてある程度大きいこととしたが、冷
却水バイパスライン１２に開閉弁を設けて、冬季などにこの開閉弁を閉じておけば、冷却
水循環ポンプ３１を通る冷却水がすべて空気水熱交換器１１を通るようになり、冷却水循
環ポンプ３１の動力をより有効に利用することができる。
【００５２】
　　［他の実施形態］
　以上説明した各実施形態は単なる例示であって、本発明はこれらに限定されるものでは
ない。たとえば、各実施形態の特徴を組み合わせてそれらの効果を足し合わせることも可
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【００５３】
　また、第２、第４、第６の実施形態で、温度計４０は換気入口４の内側近傍の筐体１内
に設置するものとしたが、これを筐体１外に設置して直接外気温度を測定するようにして
もよい。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明に係る燃料電池システムの第１の実施形態における筐体内配置を示す模式
的平断面図。
【図２】第１の実施形態における筐体内配置を示す模式的斜視図。
【図３】本発明に係る燃料電池システムの第２の実施形態における筐体内配置を示す模式
的平断面図。
【図４】本発明に係る燃料電池システムの第３の実施形態における筐体内配置を示す模式
的平断面図。
【図５】本発明に係る燃料電池システムの第４の実施形態における筐体内配置を示す模式
的平断面図。
【図６】本発明に係る燃料電池システムの第５の実施形態における筐体内配置を示す模式
的平断面図。
【図７】本発明に係る燃料電池システムの第６の実施形態における筐体内配置を示す模式
的平断面図。
【図８】第５の実施形態における空気水熱交換器を示す図。
【符号の説明】
【００５５】
１　筐体
２　換気出口
３　空気熱交換器
４　換気入口
５ａ、５ｂ　換気ダクト
６　換気ダクト弁
７　バイパス換気弁
７ａ　バイパスダクト
８　換気循環ダクト
９　換気循環弁
１０　燃料電池本体
１１　空気水熱交換器
１２　冷却水バイパスライン
１３　冷却水流路弁
２０　プロセス系領域
２１　電気系領域
２２　ファン
２３　換気ダクト出口
３０　冷却水循環配管
３１　冷却水循環ポンプ
４０　温度計
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